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率 コード

注意　「増加事由」の欄は、1新品取得、2中古品取得、3移動による受入れ、4その他のいずれかに○印を付けてください。

（
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提出書類

申告区分

初めて申告
される方

申告が必要な資産
申告書

第26号様式 減少資産用
増加資産・
全資産用

○
○
○
○
○
○

○
○

○
○
○

○

令和6年1月2日から
令和7年1月1日

までの間に増加又は
減少した資産

○
○
○

令和7年1月1日
現在において
所有されている
すべての資産

○

種類別明細書
提出書類

申告する資産がない場合　※
申告する資産がある場合
資産に増減がない場合　　※
増加資産がある場合
減少資産がある場合
資産に増減がある場合

前年度に申告
された方

※ 申告書の18備考欄　償却資産の増減は（有・無）の無を◯で囲んでください。

令和7年1月2日から

令和8年1月1日

までの間に増加又は

減少した資産

令和8年1月1日

現在において

所有されている

すべての資産



55

××市××町×丁目1－1
□□ビル1階

eLTAX　株式会社
代表取締役  税務  太朗

△△ △△△△

1

◯◯◯－◯◯◯◯

エルタックスカブシキガイシャ

エルタックス

8000000
18000000

4000000
30000000

3500000
17282000

6000000
26782000

4175000
16468619

1045721
21689340

4175000
16468619

1045721
21689340

5992000

1680000
7672000

177 7

4 4

5

××市××町×丁目1
□□ビル1階

eLTAX　株式会社
代表取締役  税務  太朗

1

◯◯◯－◯◯◯◯

エルタックスカブシキガイシャ

エルタックス

8000000
18000000

4000000
30000000

16468619

21689340

4

申告  次郎

税野  玄人

印刷業
1000万

S60 10

△△－△△△△

△△－△△△△

11500000

1234567890000

29290000

8320000
49110000

4175000
16468619

1045721
21689340

償却資産申告書：記載例

 住所（又は納税通知書送達先）
及び電話番号を正確に記載し、
ふりがなを付してください。

1

　氏名を記載し、ふりがなを付
してください。また、屋号があ
れば記載してください。

2

　所有者の個人番号又は法人番
号を記載してください「個人番
号又は法人番号」欄に個人番号
を記載する場合には、左側を１
文字開けて記載してください。

3

　事業種目を具体的に記載して
ください。（例えば、ミシン製
造業、自動車販売業等）また、
法人にあっては資本金または出
資金額等の金額も記載してくだ
さい。

4

　個人の場合は事業を開始した
年月、法人の場合は当該法人の
設立年月を記載してください。

5

　この申告について応答される
方の係名、氏名及び電話番号を
記載してください。

6

　経理を委託している税理士等
の氏名及び電話番号を記載して
ください。

7

※評価額の合計額を資産の種類別に記載してください。新規・全資産の場合は、
種類別明細書（全資産用）の「価額」の合計額と同じになります。

取得価額
前年前に取得したもの（イ） 　令和５年以前（令和６年１月１日以前）に取得した資産

の合計額を資産の種類別に記載してください。

前年中に減少したもの（ロ） 　令和６年中（令和６年１月２日～令和７年１月１日）に
減少した資産の取得価額の合計額を資産の種類別に記載し
てください。

前年中に取得したもの（ハ） 　令和６年中（令和６年１月２日～令和７年１月１日）に
減少した資産の合計額を資産の種類別に記載してください。
（申告漏れや移動等により受け入れた資産を含む）

計（（イ）－（ロ）＋（ハ））＝（ニ）   （（イ）前年前に取得したもの）－（（ロ）前年中に減少した
もの）＋ （（ハ）前年中に取得したもの）によって算出した、
取得価額の合計額を資産の種類別に記載してください。

8 816

6 7

7 7 8

7 7 8
取得
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8 816

6 7

7 7 8

7 7 8
取得

申告  次郎

税野  玄人

◯◯市◯◯町◯－◯◯

***********

印刷業
1000万

S60 10

△△－△△△△

△△－△△△△

償却リース株式会社
◯◯県◯◯市◯◯町◯－◯◯
TEL  0000－000－0000

11500000

1234567890000

29290000

8320000
49110000

4175000
16468619

1045721
21689340

5

申告  次郎

税野  玄人

◯◯市◯◯町◯－◯◯

***********

印刷業
1000万

S60 10△△△△

△△－△△△△

△△－△△△△

償却リース株式会社
◯◯県◯◯市◯◯町◯－◯◯
TEL  0000－000－0000

3500000
17282000

6000000
26782000

11500000

1234567890000

29290000

8320000
49110000

4175000
16468619

1045721
21689340

4175000
16468619

1045721
21689340

5

◯◯県◯◯市◯◯町◯－◯◯

　国税局長の承認を受け、耐用
年数の短縮を行っている資産の
有無について、該当する方を○
で囲んでください。「有」の場
合は「承認通知書」の写しを添
付してください。

8

　税務署長に増加償却の届出を
行っている資産の有無について、
該当する方を○で囲んでくださ
い。「有」の場合は「届出書」
の写しを添付してください。

9

　非課税に該当する資産の有無
について、該当する方を○で囲
んでください。
　なお、非課税に該当する資産
の価額等は、この申告に含めな
いでください。

10

　課税標準の特例に該当する資
産の有無について、該当する方
を○で囲んでください。

11

　税務会計上の償却方法につい
て、該当する方を○で囲んでく
ださい。

13

　法人税法又は所得税法の規定
による青色申告の有無について
該当する方を○で囲んでくださ
い。

14

　事業所等資産の所在地が１か
所だけで、その所在地が「１住
所（又は納税通知書送達先）」
と同一の場合には、記載の必要
はありません。

15

　借用資産の有無について、該
当する方を○で囲んでください。
なお、借用資産がある場合には、
貸主の名称等を記載してくださ
い。

16

　事業所用家屋の所有区分につ
いて、該当する方を○で囲んで
ください。

17

　圧縮記帳の有無について、該
当する方を○で囲んでください。
償却資産の評価においては、特
別償却及び圧縮記帳は認められ
ておりません。

12

　この額は令和６年度の申告
書の（ニ）の欄の額と同じです。

　この欄の合計額は種類別明
細書（減少資産用）の取得価額
の合計額と同じです。

　この欄の合計額は種類別明
細書（増加資産・全資産用）の
取得価額の合計額と同じです。

7



7
7

8

8

令和７年１月２日から令和８年１月１日まで

令和７年１月２日から令和８年１月１日の間



7
7

8

8

令和７年１月２日から令和８年１月１日まで

令和７年１月２日から令和８年１月１日の間

7

R7
◯◯市から移動
中古のため見積
耐用年数記載

減少
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４．評価額の算出方法

 償却資産の評価は償却資産の取得年月、取得価額及び耐用年数に基づき、申告していただいた資産につ
いて一品ごとに賦課期日（1月 1日）現在の評価額を算出します。 

前年中に取得した資産

※減価残存率は別表の耐用年数に対応するⒶ欄（９Ｐ）をご参照ください。
前年前に取得した資産

※減価残存率は別表の耐用年数に対応するⒷ欄（９Ｐ）をご参照ください。

算出した評価額が取得価額の５％を下回る場合は、取得価額の５％の額が評価額となります。

５．税額等の算出方法
⑴課税標準額の算出方法

各償却資産の評価額の合計（決定価格）が償却資産の課税標準額（1,000 円未満切捨）となりま

す。

課税標準額の特例を受ける資産を取得した場合は、該当資産の評価額にそれぞれ特例率を乗じて
算出された額を基に課税標準額を算出します。

※特例の適用を受ける資産は、取得年度に申告していただくようお願いします。

※租税特別措置法に基づく特別償却及び割増償却並びに圧縮記帳は認められていませんので、
注意してください。

⑵税額の算出方法

⑴で算出された課税標準額に基づき、税額を算出します。

課税標準額（1,000円未満切捨）

⑶償却資産における免税点

課税標準額が免税点（150万円）未満の場合、課税されません。

⑷非課税

非課税となる償却資産は、申告書及び明細書に記入する必要はありません。

減価残存率（Ⓐ）取 得 価 額 × ＝ 評 価 額

× 減価残存率（Ⓑ） ＝ 評 価 額
前 年 度 の
評 価 額

8

税額（100円未満切捨） ＝× 税率（1.4％）



8 

４．評価額の算出方法

 償却資産の評価は償却資産の取得年月、取得価額及び耐用年数に基づき、申告していただいた資産につ
いて一品ごとに賦課期日（1月 1日）現在の評価額を算出します。 

前年中に取得した資産

※減価残存率は別表の耐用年数に対応するⒶ欄（９Ｐ）をご参照ください。
前年前に取得した資産

※減価残存率は別表の耐用年数に対応するⒷ欄（９Ｐ）をご参照ください。

算出した評価額が取得価額の５％を下回る場合は、取得価額の５％の額が評価額となります。

５．税額等の算出方法
⑴課税標準額の算出方法

各償却資産の評価額の合計（決定価格）が償却資産の課税標準額（1,000 円未満切捨）となりま

す。

課税標準額の特例を受ける資産を取得した場合は、該当資産の評価額にそれぞれ特例率を乗じて
算出された額を基に課税標準額を算出します。

※特例の適用を受ける資産は、取得年度に申告していただくようお願いします。

※租税特別措置法に基づく特別償却及び割増償却並びに圧縮記帳は認められていませんので、
注意してください。

⑵税額の算出方法

⑴で算出された課税標準額に基づき、税額を算出します。

課税標準額（1,000円未満切捨）

⑶償却資産における免税点

課税標準額が免税点（150万円）未満の場合、課税されません。

⑷非課税

非課税となる償却資産は、申告書及び明細書に記入する必要はありません。

減価残存率（Ⓐ）取 得 価 額 × ＝ 評 価 額
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8

税額（100円未満切捨） ＝× 税率（1.4％）

＜別表：減価残存率表＞ 固定資産評価基準 別表第 15「耐用年数に応ずる減価率表」より作成 

６．その他
 廃業、解散等異動があるまたは該当資産のない場合は、償却資産申告書(第２６号様式)にその旨を記
載の上、提出してください。 

ご注意ください

正当な理由がなく申告をされない場合、地方税法第３８６条の規定により、過料を 
科されることがあります。 
また、虚偽の申告をされた場合、地方税法第３８５条の規定により、罰金を科され 
ることがあります。 

9



ご理解ご協力ありがとうございます。 
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